様式Ｇ－１

治験に係る費用に関する覚書

地方独立行政法人大阪府立病院機構  大阪母子医療センター (以下、「甲」 という) 及び　　治験依頼者の名称　 (以下、 「乙」 という)は、被験薬　　成分記号又はコード　の臨床試験（以下「本治験」という。） について、 甲が本治験の準備(第1条に定義する。) に要した費用 (以下、 「治験準備費用」及び「新規審査費用」 という)及びその支払い方法に関し、 次のとおり覚書 (以下、「本覚書」という) を締結する。 

第1条 (目的)
本覚書は、 本治験に係る契約を甲乙間で締結することを前提に、 甲が本治験を実施するために事前に行う必要のある業務 (「本治験の準備」および「新規審査の準備」) を行っていたところ、 当該契約の締結前に乙が本治験の中止を決定したため、 甲乙間で治験準備費用及び新規審査費用を精算し、 その支払いに関し明確にすることを目的とする。
 
第2条 (治験に係る費用及び支払い方法)
治験に係る費用は、次のとおりとする。
（１）治験準備費用
（２）新規審査費用
金額は、別紙のとおりとする。
2   乙は、本治験に関し、甲に対して、本覚書に基づく治験に係る費用を除き、金銭の支払義務を負わない。甲は、本治験に関し、乙に対して、第1項に定める治験に係る費用について、追加費用を求めないものとする。
3  乙は、治験に係る費用について、甲の発行する請求書により、所定の期日（請求日より30日以内）までに支払うものとする。
4  振込手数料は、乙が負担するものとする。
5　乙が所定の期日までに支払わないときは、期日の翌日から支払日までの日数に応じ、その未納額に民法第404条の定める率を乗じて計算した延滞金を甲に支払わなければならない。 
6　甲は、納入された治験に係る費用を乙に返還しないものとする。

第3条 (消費税)
本契約書に定める費用に係る消費税及び地方消費税の額は、 消費税法及び地方税法の規定に基づき費用に消費税率を乗じた額とする。 

第4条 (その他)
甲は、 本覚書に関して、 乙から開示された機密情報並びに本覚書の存在及び内容について、 乙の事前の文書による承諾なしに第三者に漏洩してはならず、 本覚書に定める権利を行使し、 義務を履行する目的以外の目的で使用してはならない。
2　そのほか、本覚書の条項または本覚書に記載のない事項について疑義が生じた場合、甲乙は、誠意をもって協議し円満に解決するものとする。


本覚書締結の証として本書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。

西暦　　　　　年　　　月　　　日

甲 　大阪府和泉市室堂町８４０番地
 　　　　地方独立行政法人　大阪府立病院機構
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪母子医療センター
   　　　　　　　総長　　　　　　　　　　　　印


乙　
  　
  　
　　　　　　　　　　　　　　　　  　      印



























別  紙
治験に係る費用及び支払方法 (第2条関係)

治験に係る費用については、次表の区分のとおりとする。なお、甲は、乙から支払われた経費について返還しないものとする。
                                                            
1, 治験の準備に要した費用
	項  目
	金  額

	1 
	治験準備費用
	250,000円

	②
	新規審査費用
	300,000円




2. 消費税について
当該経費に係る消費税及び地方消費税は、消費税法第28条第1項及び第29条、地方税法第72条の82及び83の規定に基づき、経費に100分の10を乗じて得た額とする。ただし、税法の改正により消費税及び地方消費税の税率が変動した場合には、 改正以降における消費税及び地方消費税額は変動後の税率により計算する
